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台粕2年9月1、7日

寵山高消費生活センター

毒1婦 �辱め動座窃 �蟻稜薗i �夢物勧 �闇路薪親善′ 

今朝業者が訪問してきて、「近くで
工事をしている。お宅の屋根の釘が抜け、
瓦が浮いている。修理しましょうか。」
と言われた。数か月前に、屋根の点検を
して異常がないことを知っていたので、
その事を伝えるとそそくさと帰って
行った。情報提供する。
（30歳代　女性）
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※消費者庁イラスト集より

●住宅修理工事については、勧誘されても、すぐに契約をするのはやめま∴ 

しょう。複数の業者から見積も／りを取り、比較することが大切です－。 
ー修理が必要でない場合は、きっぱりと勧誘を断るようにしましよう。 

●「無料で点検」などと害って訪蘭し、点検後に、「このままでは大変な 
∴ことになる」な＼どと消費者の不安を－あおって、工事などの契約を綻ばせ 
／る手口も見られます。一度契約すると次々と別の契約を迫られるケース 

もあります。■たとえに無料で点検」と言われても簡単に応対しないよう 
にしましょう。 

●訪問販売や電話勧誘販売で契約をした場合は、法定の契約書面を受け 取うた日から8月間以内であれば、1、工事完了後でもクーリング・オフが 

できます。「不安に思った場合やトラプ）引こなった場合には：早めに消費、 
生活センターにご相談ください（消費者ホットライン188も使用できま 
す）。 
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岡 �i山市消費生活センタri 
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岡　山県消一翼生活　セ　シ」タ　ー 
電話 �（086）／226－0999 

相談日 �火　曜＿　～1日、、曜 

時間 �9時～16時30分 
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舎利2年10月15日

岡山市消費生活センター
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ネット通販で靴を購入した。
サイズが小さかっだので交換を
希望したが、合うサイズがなく、
「返品はできない」と言われた。
注文前に、「返品できない」
との表示は目に入らなかった。
クーリング・オフできないのか。
（80歳代　男性）
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※（独）国民生活センター見守り新鮮情報禦詳7号より薮枠

i撃轡∴トラフji竺あ蒜ためのアド舟ネ噂 

ーl澄窟販売には、クーリング．オフ割度はおりません。遮忠にういては蓉 

業者が決めた轄組（返品轄細事に従うことに怒ります。： 

●「返品特約」が定められていない場合、－商岳を受け取うだ岳を含めて8日 

以内であれば、消費者が送料を負担し返品できます。 

●．′通唐販売で、i商品等を購入する際は、事諷こ返岳の可否や返品・交換が 

可能な場合の条件などをよく確認しましょう。ノ 

‾●よく分からない場合は、早めに溝費生活センターにご相談ください（消’ 

費者ホットライン188も使用できます）。 
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岡 �山高一消費生活センター 
電話 �（086）昏03－1109 

相談日 �月　曜　～　金　一＿曜 

時間 �9時ふ‾16時 
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岡〝山　県　消費　生活　セ　ン　タir 
電話 �（086）226－01999 

相談白 �火　曜　′一一　日　曜 

／時間 �9時′）16時30分 
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令和2年11月16日

岡山市消費生活センター
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【特徴】

1．相談件数は2，169件で、前年度同期1，902件から267件堵加。

Z。新型コロナウイルス関連の消費生活相談が空…過偉。
※特別定額給付金をはじめとした国の施策についての問い合わせや、社
会不安、マスク等衛生品の販売方法についての苦情等が多い。

薫議欝讃覇藷擬撃驚器言
（例示合計⇒RZ上半期：368件／前年同期：234件）。

4，トラブルになった金額は3，9億円と、前年同期4．6億円がら減少。

【解説】

新型コロナウイルス関連の相談が多く寄せられ、相談の総件数も増加しています。
また、インターネット通販トラブルの増加も見逃せません。感染防止のための外出自
粛により、インターネット通販の利用が増えたことが関係している可能性がありますo
具体的には、「お試しで1回だけのつもりで通信販売を利用して健康食晶や化粧品を
購入したが、しばらくたって2回目玉回目の商品が屈ま高額請求を受けたo」といっ
た、いわゆる『定期購入』によるトラブルの割合が多くなっていますo
みなさんの身近なところでも、トラブルに巻き込まれる方がいらっしゃるがもしれま
せん。一人で悩まず、ご近所でも声を掛け合って、消費者トラブルに遭わないよう気を
付けましょう。少しでも不審に感じ㌍時は、消費生活センターにご相談ください。（消
貴著ホットライン188も使用できます）。

も概要の詳細についてはこち
QRコードがらアクセス！
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岡山市消費生活センター 
電話 �（08－6）8－03－1109 

相談日 �月　曜　～i金　曜 

時間 �9時～16時 

回

岡山県消費生活センタ＝ 
電話 �（Oii86）226－0999－ 

相談日 �火　曜　～‾日　曜 

時間 �9時～16時30分 


